
平
成
二
十
四
年
十
一
月
八
日
提
出

質

問
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三

八

号

特
別
管
理
秘
密
及
び
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者
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川
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也
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特
別
管
理
秘
密
及
び
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
二
〇
〇
七
年
八
月
、
「
カ
ウ
ン
タ
ー
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
能
の
強
化
に
関
す
る
基
本
方
針
」
を
決
定
し
、
「
国

の
行
政
機
関
が
保
有
す
る
国
の
安
全
、
外
交
上
の
秘
密
そ
の
他
の
国
の
重
大
な
利
益
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
公
に
な
っ
て

い
な
い
も
の
の
う
ち
、
特
に
秘
匿
す
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
当
該
機
関
の
長
が
指
定
し
た
も
の
」
を
「
特
別
管
理
秘

密
」
と
し
て
特
別
な
管
理
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
の
特
別
な
管
理
と
し
て
「
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
」
な
ど
の

導
入
も
同
時
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
カ
ウ
ン
タ
ー
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
能
の
強
化
に
関
す
る
基
本
方
針
」
自

体
、
全
文
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
国
民
に
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
新
た
な
秘
密
管
理
制
度
が
導
入
さ
れ
、
今

日
ま
で
実
行
さ
れ
て
き
て
い
る
。
私
は
、
先
日
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
つ
い
て
質
問
主
意
書
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
不
透
明
な
実

態
が
改
め
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
内
容
及
び
運
用
実
態
の
全
容
を
国
民
に
説
明
す
る
べ
き
で

あ
る
。

一

政
府
は
、
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
八
一
第
一
〇
号
）
（
以
下
、
「
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
で
、
内
閣
官
房
、
警
察
庁
、
宮

内
庁
、
公
安
調
査
庁
、
外
務
省
、
防
衛
省
、
経
済
産
業
省
が
管
理
す
る
特
別
管
理
秘
密
の
指
定
事
項
の
名
称
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
。
他
の
府
省
等
に
お
い
て
、
特
別
管
理
秘
密
と
し
て
指
定
し
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
名
称
を
明
ら

一



か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
答
弁
書
」
に
よ
れ
ば
、
海
上
保
安
庁
、
金
融
庁
、
財
務
省
、
国
土
交
通
省
は
、
特
別
管
理
秘
密
と
し
て
指
定
し
て
い
る

事
項
の
数
が
零
と
さ
れ
て
い
る
一
方
、
特
別
管
理
秘
密
文
書
等
を
保
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
府
省
等
が
特
別
管
理
秘
密
と

し
て
指
定
し
て
い
る
事
項
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
管
理
秘
密
文
書
等
を
保
有
し
て
い
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

三

「
答
弁
書
」
に
よ
れ
ば
、
特
別
管
理
秘
密
を
取
り
扱
う
適
格
性
を
有
し
、
特
別
管
理
秘
密
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
て
い
る
職
員
数
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
時
点
、
合
計
六
万
四
千
三
百
六
十
一
人
で
あ
り
、
各
府
省
等
で
は
、

防
衛
省
、
公
正
取
引
委
員
会
、
金
融
庁
、
消
費
者
庁
の
職
員
数
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
他
の
府
省
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
管

理
秘
密
を
取
り
扱
う
適
格
性
を
有
し
、
特
別
管
理
秘
密
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
職
員
数
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

四

「
答
弁
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
府
省
等
に
お
い
て
は
、
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
実
施
規
程

（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
消
費
者
庁
長
官
決
定
）
第
七
条
と
同
様
の
規
定
を
定
め
て
い
る
も
の
が
あ
る
」
と
の
こ
と
で
あ

る
。
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
実
施
規
程
（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
消
費
者
庁
長
官
決
定
）
第
七
条
と
同
様
の
規
定

二



を
定
め
て
い
る
府
省
等
が
ど
こ
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
特
別
秘
密
の
管
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
お
い
て
、
私
は
、
「
各
府
省
庁
が
行
っ
て
い
る
現
行
の
「
秘
密
取
扱
者

適
格
性
確
認
制
度
」
で
は
、
対
象
本
人
の
配
偶
者
は
、
人
事
管
理
情
報
等
に
よ
る
調
査
な
ど
調
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の

か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
の
具
体
的
運

用
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
の
情
報
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
」
（
「
答
弁
書
」
）
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
答
弁
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
適
格
性
の
確

認
は
、
各
府
省
等
に
お
い
て
、
職
員
の
任
用
に
関
し
て
任
命
権
者
の
権
限
の
範
囲
内
で
実
施
し
て
い
る
も
の
」
と
の
こ
と
で

あ
る
が
、
対
象
本
人
の
配
偶
者
の
調
査
も
、
「
任
命
権
者
の
権
限
の
範
囲
内
」
な
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の

場
合
、
「
任
命
権
者
の
権
限
の
範
囲
内
」
の
権
限
の
法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

六

政
府
に
お
い
て
、
「
任
命
権
者
の
権
限
の
範
囲
内
」
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
の
配
偶
者
に
関
し
て
調
査
し
て
い
る
事
例

が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

七

「
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
」
に
お
い
て
、
対
象
者
の
配
偶
者
の
調
査
を
否
定
し
な
か
っ
た
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。

対
象
者
本
人
の
調
査
も
、
「
本
人
の
同
意
を
得
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
（
「
答
弁
書
」
）
こ
と
も
重
大
だ
が
、
そ

三



の
配
偶
者
も
調
査
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
到
底
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
す
ら
否
定
で
き
な
い
「
秘

密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
」
は
直
ち
に
中
止
す
べ
き
で
あ
る
。
野
田
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

四


